
人
事
院
は
、
国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
に
基
づ
き
、
人
事
院
規
則
二
―
三
（
人
事
院
事
務
総
局

等
の
組
織
）
の
一
部
改
正
に
関
し
次
の
人
事
院
規
則
を
制
定
す
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

人
事
院
総
裁

川

本

裕

子

人
事
院
規
則
二
―
三
―
四
一

人
事
院
規
則
二
―
三
（
人
事
院
事
務
総
局
等
の
組
織
）
の
一
部
を
改
正
す
る
人
事
院
規
則

人
事
院
規
則
二
―
三
（
人
事
院
事
務
総
局
等
の
組
織
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
（
以
下
「
傍
線
部
分
」
と
い
う
。
）
で
こ
れ
に
対
応
す

る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
あ
る
も
の
は
、
こ
れ
を
当
該
傍
線
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
傍
線
部
分
で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
り
、
改
正
後
欄
に
掲

げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

改

正

後

改

正

前

（
審
議
官
）

（
審
議
官
、
公
文
書
監
理
官
、
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ



テ
ィ
・
情
報
化
審
議
官
、
職
員
団
体
審
議
官
及
び
試
験

審
議
官
）

第
八
条

事
務
総
局
に
審
議
官
二
人
を
、
人
材
局
及
び
公

第
八
条

事
務
総
局
並
び
に
人
材
局
及
び
公
平
審
査
局
に

平
審
査
局
に
そ
れ
ぞ
れ
審
議
官
一
人
を
置
く
。

そ
れ
ぞ
れ
審
議
官
一
人
を
、
事
務
総
局
に
公
文
書
監
理

官
一
人
（
関
係
の
あ
る
他
の
職
を
占
め
る
者
を
も
っ
て

充
て
ら
れ
る
も
の
と
す
る
。
）
及
び
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ

リ
テ
ィ
・
情
報
化
審
議
官
一
人
を
、
職
員
福
祉
局
に
職

員
団
体
審
議
官
一
人
を
、
人
材
局
に
試
験
審
議
官
一
人

を
置
く
。

２

事
務
総
局
に
置
く
審
議
官
は
、
命
を
受
け
て
、
事
務

２

事
務
総
局
に
置
く
審
議
官
は
、
命
を
受
け
て
、
第
四

総
局
の
事
務
に
関
す
る
重
要
事
項
に
つ
い
て
の
企
画
及

条
の
各
課
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
重
要
事
項
に
つ
い
て

び
立
案
に
参
画
し
、
関
係
事
務
を
総
括
整
理
す
る
。

の
企
画
及
び
立
案
に
参
画
し
、
関
係
事
務
を
総
括
整
理

す
る
。



３

（
略
）

３

（
略
）

（
削
る
）

４

公
文
書
監
理
官
は
、
命
を
受
け
て
、
人
事
院
の
所
掌

事
務
に
関
す
る
公
文
書
類
の
管
理
並
び
に
こ
れ
に
関
連

す
る
情
報
の
公
開
及
び
個
人
情
報
の
保
護
の
適
正
な
実

施
の
確
保
に
係
る
重
要
事
項
に
つ
い
て
の
事
務
並
び
に

関
係
事
務
を
総
括
整
理
す
る
。

（
削
る
）

５

サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
・
情
報
化
審
議
官
は
、
命

を
受
け
て
、
人
事
院
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
サ
イ
バ
ー

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
（
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
基
本
法

（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
百
四
号
）
第
二
条
に
規
定
す

る
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
を
い
う
。
第
十
二
条
の
四

第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
確
保
並
び
に
情
報
シ
ス

テ
ム
の
整
備
及
び
管
理
並
び
に
こ
れ
ら
と
併
せ
て
行
わ



れ
る
事
務
の
運
営
の
改
善
及
び
効
率
化
に
関
す
る
重
要

事
項
に
つ
い
て
の
企
画
及
び
立
案
に
参
画
し
、
関
係
事

務
を
総
括
整
理
す
る
。

（
削
る
）

６

職
員
団
体
審
議
官
は
、
命
を
受
け
て
、
職
員
団
体
に

関
す
る
重
要
事
項
に
つ
い
て
の
企
画
及
び
立
案
に
参
画

し
、
職
員
団
体
か
ら
の
意
見
聴
取
そ
の
他
の
関
係
事
務

を
総
括
整
理
す
る
。

（
削
る
）

７

試
験
審
議
官
は
、
命
を
受
け
て
、
試
験
に
関
す
る
重

要
事
項
に
つ
い
て
の
企
画
及
び
立
案
に
参
画
し
、
関
係

事
務
を
総
括
整
理
す
る
。

（
公
文
書
監
理
官
）

第
八
条
の
二

事
務
総
局
に
、
公
文
書
監
理
官
一
人
（
関

（
新
設
）

係
の
あ
る
他
の
職
を
占
め
る
者
を
も
っ
て
充
て
ら
れ
る



も
の
と
す
る
。
）
を
置
く
。

２

公
文
書
監
理
官
は
、
命
を
受
け
て
、
人
事
院
の
所
掌

事
務
に
関
す
る
公
文
書
類
の
管
理
並
び
に
こ
れ
に
関
連

す
る
情
報
の
公
開
及
び
個
人
情
報
の
保
護
の
適
正
な
実

施
の
確
保
に
係
る
重
要
事
項
に
つ
い
て
の
事
務
並
び
に

関
係
事
務
を
総
括
整
理
す
る
。

（
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
・
情
報
化
審
議
官
）

第
八
条
の
三

事
務
総
局
に
、
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ

（
新
設
）

テ
ィ
・
情
報
化
審
議
官
一
人
を
置
く
。

２

サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
・
情
報
化
審
議
官
は
、
命

を
受
け
て
、
人
事
院
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
サ
イ
バ
ー

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
（
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
基
本
法

（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
百
四
号
）
第
二
条
に
規
定
す



る
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
を
い
う
。
第
十
二
条
の
四

第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
確
保
並
び
に
情
報
シ
ス

テ
ム
の
整
備
及
び
管
理
並
び
に
こ
れ
ら
と
併
せ
て
行
わ

れ
る
事
務
の
運
営
の
改
善
及
び
効
率
化
に
関
す
る
重
要

事
項
に
つ
い
て
の
企
画
及
び
立
案
に
参
画
し
、
関
係
事

務
を
総
括
整
理
す
る
。

（
職
員
団
体
審
議
官
）

第
八
条
の
四

職
員
福
祉
局
に
、
職
員
団
体
審
議
官
一
人

（
新
設
）

を
置
く
。

２

職
員
団
体
審
議
官
は
、
命
を
受
け
て
、
職
員
団
体
に

関
す
る
重
要
事
項
に
つ
い
て
の
企
画
及
び
立
案
に
参
画

し
、
職
員
団
体
か
ら
の
意
見
聴
取
そ
の
他
の
関
係
事
務

を
総
括
整
理
す
る
。



（
試
験
審
議
官
）

第
八
条
の
五

人
材
局
に
、
試
験
審
議
官
一
人
を
置
く
。

（
新
設
）

２

試
験
審
議
官
は
、
命
を
受
け
て
、
試
験
に
関
す
る
重

要
事
項
に
つ
い
て
の
企
画
及
び
立
案
に
参
画
し
、
関
係

事
務
を
総
括
整
理
す
る
。

（
政
策
立
案
参
事
官
）

（
政
策
立
案
参
事
官
）

第
八
条
の
六

（
略
）

第
八
条
の
二

（
略
）

２

政
策
立
案
参
事
官
は
、
命
を
受
け
て
、
人
事
院
の
所

２

政
策
立
案
参
事
官
は
、
命
を
受
け
て
、
人
事
院
の
所

掌
事
務
に
関
す
る
合
理
的
な
根
拠
に
基
づ
く
政
策
立
案

掌
事
務
に
関
す
る
合
理
的
な
根
拠
に
基
づ
く
政
策
立
案

の
推
進
及
び
人
事
行
政
に
関
す
る
政
策
の
評
価
に
つ
い

の
推
進
に
つ
い
て
の
企
画
及
び
立
案
に
参
画
し
、
関
係

て
の
企
画
及
び
立
案
に
参
画
し
、
関
係
事
務
に
関
し
必

事
務
に
関
し
必
要
な
調
整
を
行
う
。

要
な
調
整
を
行
う
。

（
人
事
課
の
所
掌
事
務
等
）

（
人
事
課
の
所
掌
事
務
等
）



第
十
一
条

（
略
）

第
十
一
条

（
略
）

２

人
事
課
に
、
人
事
戦
略
室
を
置
く
。

２

人
事
課
に
、
能
率
厚
生
管
理
室
を
置
く
。

３

人
事
戦
略
室
に
、
室
長
を
置
く
。

３

能
率
厚
生
管
理
室
に
、
室
長
を
置
く
。

４

人
事
戦
略
室
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど

４

能
率
厚
生
管
理
室
は
、
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事

る
。

務
の
う
ち
人
事
評
価
に
関
す
る
事
務
（
他
の
所
掌
に
属

一

第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
次
に
掲
げ

す
る
も
の
を
除
く
。
）
並
び
に
研
修
、
能
率
及
び
災
害

る
も
の

補
償
に
関
す
る
事
務
、
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
務
並

イ

人
材
の
確
保
、
育
成
及
び
活
用
に
関
す
る
基
本

び
に
同
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
表
彰
に
関
す

的
な
方
針
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
調
整
に
関
す

る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

る
事
務

ロ

人
事
評
価
に
関
す
る
事
務
（
他
の
所
掌
に
属
す

る
も
の
を
除
く
。
）

ハ

研
修
、
能
率
及
び
災
害
補
償
に
関
す
る
事
務



二

第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
務

三

第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
表
彰
に
関

す
る
事
務

（
人
事
企
画
官
）

（
人
事
企
画
官
）

第
五
十
条

（
略
）

第
五
十
条

（
略
）

２

人
事
企
画
官
は
、
人
事
院
の
職
員
の
総
合
的
か
つ
長

２

人
事
企
画
官
は
、
人
事
院
の
職
員
の
総
合
的
か
つ
長

期
的
な
人
事
管
理
に
関
す
る
計
画
の
企
画
及
び
立
案
並

期
的
な
人
事
管
理
に
関
す
る
計
画
の
企
画
及
び
立
案
並

び
に
当
該
人
事
管
理
に
関
す
る
調
整
に
関
す
る
事
務

び
に
当
該
人
事
管
理
に
関
す
る
調
整
に
関
す
る
事
務
を

（
人
事
戦
略
室
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を

行
う
。

行
う
。

（
職
員
福
祉
企
画
調
整
官
）

第
五
十
三
条

職
員
福
祉
局
職
員
福
祉
課
に
、
職
員
福
祉

第
五
十
三
条

削
除

企
画
調
整
官
一
人
を
置
く
。



２

職
員
福
祉
企
画
調
整
官
は
、
命
を
受
け
て
、
第
二
十

条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
を
行
い
、
同
項
第
二

号
に
掲
げ
る
事
務
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
事
務
（
勤
務

時
間
調
査
・
指
導
室
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除

く
。
）
に
関
す
る
重
要
事
項
の
企
画
及
び
立
案
に
参
画

す
る
ほ
か
、
特
に
命
ぜ
ら
れ
た
事
項
の
企
画
調
整
に
関

す
る
事
務
を
行
う
。

（
人
材
企
画
調
整
官
）

第
五
十
五
条

人
材
局
企
画
課
に
、
人
材
企
画
調
整
官
一

第
五
十
五
条
か
ら
第
五
十
八
条
ま
で

削
除

人
を
置
く
。

２

人
材
企
画
調
整
官
は
、
命
を
受
け
て
、
第
二
十
九
条

第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
（
人
材
確
保
対
策
室
の

所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
行
い
、
同
項
第
二



号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
事
務
に
関
す
る
重
要
事
項
の

企
画
及
び
立
案
に
参
画
す
る
ほ
か
、
特
に
命
ぜ
ら
れ
た

事
項
の
企
画
調
整
に
関
す
る
事
務
を
行
う
。

第
五
十
六
条
か
ら
第
五
十
八
条
ま
で

削
除

（
次
席
試
験
専
門
官
）

（
次
席
試
験
専
門
官
）

第
五
十
九
条

（
略
）

第
五
十
九
条

（
略
）

２

次
席
試
験
専
門
官
の
数
は
、
二
人
以
内
と
す
る
。

２

次
席
試
験
専
門
官
の
数
は
、
三
人
以
内
と
す
る
。

３

（
略
）

３

（
略
）

（
教
授
）

（
教
授
）

第
七
十
三
条

研
修
所
に
、
教
授
十
一
人
（
う
ち
十
人

第
七
十
三
条

研
修
所
に
、
教
授
十
二
人
（
う
ち
十
人

は
、
関
係
の
あ
る
他
の
職
を
占
め
る
者
を
も
っ
て
充
て

は
、
関
係
の
あ
る
他
の
職
を
占
め
る
者
を
も
っ
て
充
て

ら
れ
る
も
の
と
す
る
。
）
を
置
く
。

ら
れ
る
も
の
と
す
る
。
）
を
置
く
。

２

（
略
）

２

（
略
）



附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


